
                                     

 

 
 

◎関税法（抄） 

（税関職員の権限） 

第105条 税関職員は、この法律（第十一章（犯則事件の調査及び処分）を除

く。）又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内にお

いて、次に掲げる行為をすることができる。 

 

（一 ～ 五  省 略） 

 

六 輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り

扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売（関税定率法第８条第１項

（不当廉売関税）に規定する不当廉売をいう。）された貨物（同条第36項の

規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。）の国内に

おける販売を行つた者その他の関係者（次項及び次条において「輸入者等」

という。）に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他

の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは提出を

求めること。 

２ 税関職員は、前項第四号の二又は前項第６号の規定により輸出者等又は輸

入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求

めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くこ

とができる。 

３ 税関職員は、第１項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定め

るところにより、制服を着用し、かつ、その身分を示す証票を携帯し、関係

者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。 

５ 前項に定めるもののほか、第２項の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。 

 

  



                                     

 

 
 

関税暫定措置法（抄） 

（特恵受益国等原産品であることの確認） 

第８条の４ 税関長は、輸入申告がされた貨物について、第８条の２第１項又

は第３項（特恵関税等）の規定による関税についての便益を適用する場合に

おいて、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品（以下この項において

「特恵受益国等原産品」という。）であるかどうかの確認をするために必要

があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。 

一 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であるこ

とを明らかにする資料の提供を求める方法 

二 特恵受益国等の権限ある当局（特恵受益国等から輸出される貨物が特恵

受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機

関をいう。以下この条において同じ。）又は当該貨物の輸出者若しくは生産

者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品

であることを明らかにする資料の提供を求める方法 

三 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所

において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方

法 

四 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局

が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う

検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該

検査において収集した資料を提供することを求める方法 

２ 前項第２号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に

対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書

面をもってするものとする。 

３ 税関長は、その職員に第１項第３号の調査をさせようとするときは、特恵

受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、

書面によりその旨を通知するものとする。 

４ 第１項第４号の求めは、特恵受益国等の権限のある当局が当該求めに応ず

るかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもってするものとす

る。 

５ 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第８条の２第

１項又は第３項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨

物について、当該便益を与えないことができる。 

一 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。 

二 当該貨物を輸入する者が当該便益の適用を受けるために必要な手続をと

らないとき。 



                                     

 

 
 

三 第１項第２号の質問又は求めを行った場合において、当該質問又は求め

を受けた者が、第２項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回

答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対す

る回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。 

四 第３項の通知をした場合において、協定締約国又は当該通知に係る貨物

の輸出者若しくは生産者が第１項第３号の調査を拒んだとき、又は第３項

の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。 

五 第１項第４号の求めを行った場合において、特恵受益国等の権限のある

当局が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求

めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、

又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。 

６ 税関長は、第１項の規定による確認をしたときは、その結果の内容（その

理由を含む。）を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。 

 

（経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認） 

第12条の２ 税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定

に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連

携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの（以下この項におい

て「締約国原産品」という。）であるかどうかの確認をするために必要があ

るときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確

認をすることができる。 

一 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明

らかにする資料の提供を求める方法 

二 協定締約国の権限ある当局（協定締約国から輸出される貨物が締約国原

産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることがで

きる者の認定に関して権限を有する機関をいう。第４号において同じ。）、

協定締約国の税関当局（関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に

相当する協定締約国の法令を執行する当局をいう。）又は当該貨物の輸出者

若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国

原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法 

三 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所

において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方

法 

四 協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当

該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査

に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査



                                     

 

 
 

において収集した資料を提供することを求める方法 

五 その他当該経済連携協定に定める方法 

２ 前項第２号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に

対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書

面をもってするものとする。 

３ 税関長は、その職員に第１項第３号の調査をさせようとするときは、協定

締約国が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書

面によりその旨を通知するものとする。 

４ 第１項第４号の求めは、協定締約国が当該求めに応ずるかどうかを回答す

べき相当の期間を定めて、書面をもってするものとする。 

５ 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定

の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当

該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる。 

一 当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていない

とき。 

二 当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要な手

続をとらないとき。 

三 第１項第２号の質問又は求めを行った場合において、当該質問又は求め

を受けた者が、第２項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回

答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対す

る回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。 

四 第３項の通知をした場合において、協定締約国又は当該通知に係る貨物

の輸出者若しくは生産者が第１項第３号の調査を拒んだとき、又は第３項

の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。 

五 第１項第４号の求めを行った場合において、協定締約国が、当該求めを

拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をし

ないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し

提供した資料が十分でないとき。 

六 その他経済連携協定に定める事項に該当するとき。 

６ 税関長は、第１項の規定による確認をしたときは、当該経済連携協定の規

定に基づき、その結果の内容（その理由を含む。）を当該確認の相手方とな

った者（当該経済連携協定に定める者に限る。）に通知するものとする。 


